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図１ Smith & Wesson Model 2 Army 全景 

      

一
条
家(

摂
関
家)
の
家
来
所
用
の
米
国
Ｓ
＆
Ｗ
社
製
ピ
ス
ト
ル 千

田 

康
治 

 

は
じ
め
に 

し
ろ
あ
と
歴
史
館
で
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
に
、
辻
本
光
彦
氏
か
ら
、
十
九
世
紀

に
製
造
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
製
ピ
ス
ト
ル
の
寄
贈
を
受
け
た(

１)

。
辻
本
家
は
明
治
十
五

年(

一
八
八
二)

創
業
の
老
舗
足
袋
メ
ー
カ
ー
・
福
助
の
創
業
家
で
、
光
彦
氏
自
身
も
社

長
、
会
長
職
を
歴
任
さ
れ
た
。
光
彦
氏
に
よ
れ
ば
、
本
ピ
ス
ト
ル
は
荘
林
維
英(

し
ょ

う
ば
や
し 

こ
れ
ひ
で)

が
所
持
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
維
英
の
孫
で
、
光
彦
氏
の
父

で
あ
る
敬
三
が
、
辻
本
家
二
代
目
の
豊
三
郎(

福
助
社
長
、
衆
議
院
議
員
を
歴
任)

の
養

子
と
な
っ
た
縁
で
、
本
ピ
ス
ト
ル
は
辻
本
家
に
伝
来
し
た
。 

維
英
は
幕
末
期
に
摂
関
家
で
あ
る
公
家
の
一
条
家
に
仕
え
た
。
当
時
、
一
条
家
の
娘

が
入
内
し
て
明
治
天
皇
の
皇
后(

昭
憲
皇
太
后
の
こ
と
。
以
下
、
皇
后
で
表
記
を
統
一

す
る)

と
な
っ
た(

２)

。
辻
本
家
で
の
言
い
伝
え
で
は
、
維
英
は
皇
后
を
警
護
す
る
た
め

に
本
ピ
ス
ト
ル
を
携
帯
し
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
本
ピ
ス
ト
ル
の
銃

砲
と
し
て
の
特
徴
と
、
所
持
者
・
荘
林
維
英
の
経
歴
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。 

 

一 

ピ
ス
ト
ル
の
現
状 

本
ピ
ス
ト
ル
は
、
ア
メ
リ
カ
の

S
m
i
t
h
 
&
 
W
e
s
s
o
n

社(

以
下
、
Ｓ
＆
Ｗ
社
と
記
す)

が
製
造
し
た
二
型
ア
ー
ミ
ー(

M
o
d
e
l
 2
 A
r
m
y
)

で
あ
る(

図
１)

。
形
式
は
、
蓮
根
状
の

回
転
式
弾
倉
を
有
す
る
リ
ボ
ル
バ
ー(

R
e
v
o
l
v
e
r
)

で
あ
る
。
全
長
二
七
・
三
㎝
。
銃
身

長
一
五
・
四
㎝
、
銃
身
内
径
〇
・
七
八
㎝
で
あ
る
。
三
二
口
径(

直
径
約
八
㎜
の
弾
丸)

用
で
あ
り
、
銃
身
内
部
に
ラ
イ
フ
リ
ン
グ
を
有
す
る
。
重
さ
六
八
〇
ｇ
。
材
質
は
鋼
鉄

製
と
み
ら
れ
、
銃
把
は
鍛
鉄
部
を
木
部
で
挟
み
込
み
、
ボ
ル
ト
で
留
め
て
い
る
。
回
転

式
弾
倉
に
は
、
弾
丸
が
六
発
装
填
で
き
る
。 

 
 

     

刻
印
が
各
所
に
あ
る
。
銃
身
上
面
に
は
「S

M
I
T
H
 
&
 
W
E
S
S
O
N
 
S
P
R
I
N
G
F
E
L
D
 
M
A
S
S

」

と
あ
り
、
Ｓ
＆
Ｗ
社
の
所
在
地
、
ア
メ
リ
カ
・
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
ス
プ
リ
ン
グ
フ

ィ
ー
ル
ド
を
表
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
回
転
式
弾
倉
の
側
面
に
は
、
「P

A
T
E
N
T
E
D
 

A
P
R
I
L
 
3
.
1
8
5
5
,
 
J
U
L
Y
 
5
.
1
8
5
9
.
&
D
E
C
 
1
8
.
1
8
6
0
,

」
と
あ
り
、
後
述
す
る
リ
ム
フ
ァ

イ
ア
方
式
の
実
包
の
特
許
期
間
に
関
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
銃
把
の
底
部
に
は
製
造 

番
号
と
み
ら
れ
る
「5

5
7
7
0

」
の
数
字
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
銃
身
基
部
に
は
「
□
都
□ 
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図４ 弾倉を取り外した状態 

                    

壬
申 

五
百
五
十
六
」
の
刻
印
が
あ
る(

図
２)

。
こ
れ
は
明
治
五
年(
一
八
七
二)

に
明

治
政
府
が
制
定
し
た
銃
砲
取
締
規
則
に
基
づ
き
刻
ま
れ
た
も
の
で
、
壬
申
刻
印
と
呼
ば

れ
る
。
京
都
府
に
よ
る
刻
印
と
推
定
さ
れ
る
。
前
年
の
廃
藩
置
県
を
受
け
て
、
武
器
管

理
を
強
化
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
革
製
ガ
マ
口
式
の
弾
丸
袋
が
付
属
す
る(

図
３)
。 

本
ピ
ス
ト
ル
の
保
存
状
態
は
大
変
良
好
で
あ
る
。
し
か
し
、
発
射
に
不
可
欠
な
撃
鉄

が
折
ら
れ
て
お
り
、
銃
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

 

二 

銃
砲
史
上
に
お
け
る
二
型
ア
ー
ミ
ー 

日
本
の
幕
末
期
に
あ
た
る
十
九
世
紀
半
ば
か
ら
後
半
に
か
け
て
、
欧
米
で
は
銃
砲
の

技
術
が
飛
躍
的
な
進
化
を
遂
げ
た
。
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
銃
砲
の
基
本
技
術
の
多
く

は
、
こ
の
時
期
に
確
立
さ
れ
た
。
そ
の
一
つ
に
、
実
包(

カ
ー
ト
リ
ッ
ジ)

の
実
用
化
が 

あ
る
。
そ
れ
ま
で
、
弾
丸
、
発
射
薬
、
点
火
薬
を
別
々
に
装
填
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
が
、
こ
れ
ら
を
薬
莢(

や
っ
き
ょ
う)

に
収
め
て
一
体
化
し
た
実
包
の
登
場
に
よ
り
、

装
填
時
間
が
大
幅
に
短
縮
さ
れ
た
。 

Ｓ
＆
Ｗ
社
は
、
一
八
五
〇
年
代
初
頭
に
、
ホ
ー
レ
ス
・
ス
ミ
ス
と
ダ
ニ
エ
ル
・
ウ
エ

ッ
ソ
ン
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
。
同
社
は
、
一
八
五
五
年
に
特
許
登
録
さ
れ
た
リ
ム
フ

ァ
イ
ア
方
式
の
実
包(

金
属
製
薬
莢
の
底
部
に
あ
る
、
リ
ム
と
よ
ば
れ
る
張
り
出
し
の

内
部
空
間
に
点
火
薬
を
つ
め
る)

の
特
許
権
を
取
得
し
た
。
そ
し
て
一
八
五
七
年
に
一

型
の
製
造
販
売
を
は
じ
め
た
。
一
型
は
、
金
属
製
薬
莢
の
実
包
と
回
転
式
弾
倉
の
組
み

合
わ
せ
に
よ
り
、
連
続
射
撃
と
再
装
填
を
繰
り
返
し
行
え
る
画
期
的
な
ピ
ス
ト
ル
で
あ

っ
た
。
実
用
性
が
高
く
評
判
は
良
か
っ
た
が
、
口
径
が
二
二
口
径(

約
六
㎜)

と
小
さ
く
、

軍
用
と
し
て
は
威
力
不
足
で
あ
っ
た
た
め
、
さ
ら
に
大
型
の
三
二
口
径
の
軍
用
ピ
ス
ト

ル
と
し
て
開
発
さ
れ
た
の
が
二
型
ア
ー
ミ
ー
で
あ
る
。 

 

一
八
六
一
年
に
誕
生
し
た
二
型
ア
ー
ミ
ー
は
、
再
装
填
の
容
易
さ
と
金
属
製
薬
莢
に

よ
る
耐
水
性
の
高
さ
に
よ
り
実
用
性
が
高
く
評
価
さ
れ
、
同
年
に
勃
発
し
た
ア
メ
リ
カ

南
北
戦
争
に
お
い
て
将
校
用
ピ
ス
ト
ル
と
し
て
人
気
を
博
し
た(

３)

。 

 

構
造
の
特
徴
は
、
装
填
の
際
に
銃
身
が
上
部
に
折
れ
曲
が
る
こ
と
で
あ
る
。
再
装
填

の
手
順
は
、
①
留
め
金
を
外
し
、
銃
身
を
上
部
に
は
ね
上
げ
る
。
②
回
転
式
弾
倉
を
外

す(

図
４)

。
③
銃
身
下
部
に
つ
い
て
い
る
棒
状
の
ロ
ッ
ド
で
使
用
済
み
の
薬
莢
を
押
し

出
す
。
④
回
転
式
弾
倉
に
実
包
を
込
め
、
銃
本
体
に
取
り
付
け
る
。
⑤
銃
身
を
元
の
位

置
に
戻
す
。
の
以
上
で
あ
る(

４)

。 

 

Ｓ
＆
Ｗ
社
の
一
型
及
び
二
型
ア
ー
ミ
ー
は
、
回
転
式
弾
倉
と
金
属
製
実
包
の
組
み
合

わ
せ
に
よ
り
、
現
在
も
使
わ
れ
て
い
る
リ
ボ
ル
バ
ー(

回
転
式
ピ
ス
ト
ル)

の
技
術
確
立

期
に
お
け
る
傑
作
の
一
つ
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。 

 

三 

日
本
に
お
け
る
二
型
ア
ー
ミ
ー
の
使
用
例 

二
型
ア
ー
ミ
ー
が
発
売
さ
れ
た
一
八
六
一
年
は
、
日
本
で
は
文
久
元
年
に
あ
た
る
。

慶
応
元
年(

一
八
六
五)

に
南
北
戦
争
が
終
了
す
る
と
、
ア
メ
リ
カ
で
不
要
と
な
っ
た
銃

砲
が
大
量
に
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
二
型
ア
ー
ミ
ー
も
、
こ
の
時
期
に
数
多
く
日
本

に
輸
入
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。 

日
本
に
お
け
る
二
型
ア
ー
ミ
ー
は
、
幕
末
の
志
士
・
坂
本
龍
馬
が
使
用
し
た
ピ
ス
ト

ル
と
し
て
有
名
で
あ
る(

５)

。
龍
馬
は
慶
応
二
年(

一
八
六
六)

一
月
二
十
三
日
、
伏
見
の

寺
田
屋
に
お
い
て
幕
府
の
捕
吏
に
襲
わ
れ
た
。
こ
の
際
、
龍
馬
が
反
撃
に
使
用
し
た
の

が
二
型
ア
ー
ミ
ー
と
さ
れ
る
。
龍
馬
は
、
同
年
一
〇
月
に
兄
の
坂
本
権
平
へ
送
っ
た
書

図２ 壬申刻印 

図３ 弾丸袋 
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状
に
事
件
の
詳
細
を
記
し
て
い
る(

６)

。
そ
の
書
状
か
ら
、
六
連
発
の
回
転
式
弾
倉(

龍

馬
は
「
れ
ん
こ
ん
玉
室
」
と
記
す)

を
有
し
、
装
填
は
弾
倉
を
取
り
外
し
て
行
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
特
徴
か
ら
二
型
ア
ー
ミ
ー
で
あ
っ
た
と
比
定
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
龍
馬
が
同
年
二
月
六
日
付
で
長
州
藩
の
木
戸
孝
允
へ
送
っ
た
書
状
に
は
「
彼
高

杉
よ
り
被
送
候
ピ
ス
ト
ー
ル
を
以
て
打
払
、
一
人
を
打
た
を
し
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

長
州
藩
の
高
杉
晋
作
か
ら
龍
馬
へ
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る(

７)

。 

前
掲
の
兄
・
権
平
宛
書
状
に
は
、
寺
田
屋
事
件
に
お
い
て
龍
馬
は
ピ
ス
ト
ル
で
捕
吏

へ
向
け
て
六
発
撃
っ
た
。
そ
し
て
弾
が
無
く
な
っ
た
た
め
、
回
転
式
弾
倉
を
取
り
外
し

て
再
装
填
し
た
が
、
既
に
左
手
の
指
を
切
ら
れ
て
お
り
、
右
手
も
痛
め
て
い
た
こ
と
か

ら
二
発
ま
で
込
め
た
と
こ
ろ
で
弾
倉
を
落
と
し
て
し
ま
っ
た
。
足
元
を
探
し
て
も
す
ぐ

に
は
見
つ
か
ら
ず
、
あ
き
ら
め
て
ピ
ス
ト
ル
を
捨
て
た
と
あ
る
。 

他
の
日
本
国
内
の
使
用
例
と
し
て
は
、
薩
摩
藩
士
が
二
型
ア
ー
ミ
ー
を
手
に
写
っ
て

い
る
肖
像
写
真
が
現
存
し
て
い
る(

８)
。
ま
た
、
戊
辰
戦
争
末
期
に
北
海
道
の
江
差
沖

で
沈
没
し
た
旧
幕
府
軍
艦
開
陽
丸
の
発
掘
調
査
で
は
、
複
数
の
二
型
ア
ー
ミ
ー
が
出
土

し
て
い
る
。 

明
治
時
代
に
も
引
き
続
き
使
わ
れ
て
お
り
、
熊
本
城
で
は
、
平
成
十
五
年(

二
〇
〇

三)

に
行
わ
れ
た
本
丸
御
殿
復
元
事
業
に
伴
う
発
掘
調
査
で
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
は

熊
本
鎮
台
の
将
校
が
所
持
し
て
い
た
も
の
が
、
西
南
戦
争
開
戦
直
前
の
明
治
一
〇
年

(

一
八
七
七)

二
月
の
火
災
に
よ
り
、
天
守
閣
や
本
丸
御
殿
と
と
も
に
焼
け
落
ち
て
埋
没

し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
四
年(

一
八
七
一)
か
ら
近
代
郵
便
制
度 

が
始
ま
っ
た
が
、
当
時
は
輸
送
の
際
に
運
送
人
を
襲
っ
て
郵
便
物
を
奪
う
事
件
が
た
び

た
び
発
生
し
た
た
め
、
明
治
六
年
か
ら
「
郵
便
脚
夫
短
銃
携
帯
規
則
」
を
定
め
た(

９)

。

そ
し
て
「
郵
便
物
保
護
銃
」
と
称
し
て
郵
便
物
の
運
送
人
に
ピ
ス
ト
ル
を
携
帯
さ
せ
た
。

主
に
フ
ラ
ン
ス
製
が
用
い
ら
れ
た
が
、
二
型
ア
ー
ミ
ー
も
使
用
さ
れ
た(

10)

。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
二
型
ア
ー
ミ
ー
は
幕
末
・
明
治
時
代
初
期
に
は
当
時
の
最
新
式
ピ

ス
ト
ル
と
し
て
日
本
国
内
で
も
相
当
数
が
使
わ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
当
館
寄

贈
品
の
よ
う
に
所
持
者
が
判
明
し
、
か
つ
保
存
状
態
が
良
好
な
現
存
品
は
少
な
い
。 

 

四 

荘
林
維
英
に
つ
い
て 

 

本
ピ
ス
ト
ル
の
所
持
者
で
あ
っ
た
荘
林
維
英
の
経
歴
に
つ
い
て
述
べ
る
。
荘
林
家
は

地
下(

昇
殿
を
許
さ
れ
な
い
官
人
で
、
通
常
は
六
位
以
下
の
者)

の
家
で
あ
る
。
『
地
下

家
人
家
伝
』(

以
下
、
『
家
伝
』
と
記
す)

で
は
、
荘
林
家
は
「
一
条
家
侍
」
の
家
で
、

一
条
家
か
ら
入
内
し
た
恭
礼
門
院(

桃
園
天
皇
皇
后)

に
仕
え
、
寛
政
十
二
年(

一
八
〇

〇)

に
没
し
た
荘
林
維
木
か
ら
確
認
で
き
る(

11)

。
維
英
は
維
木
か
ら
二
代
後
に
あ
た
る
。 

 

『
家
伝
』
に
は
維
英
の
経
歴
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
抜
粋
す
る
。 

「
維
英 

故
藤
原
維
房
男
實
清
水
一
學
源
英
則
長
男
／
文
政
十
二
年 

誕
生
／
嘉
永

五
年
正
月
十
五
日 

爲
養
子
／
同
日 

家
督 

二
十
四
歳
／
同
日 

近
習
席
出
仕 

稱
彈
正
／
慶
應
三
年
九
月
一
日 

候
皇
后
／
同
年
十
月
四
日 

爲
侍
／
同
年
十
二
月 

申
従
六
位
下
攝
津
介
小
折
紙
／
披
露
職
事
甘
露
寺
頭
左
中
辨
勝
長
朝
臣
江
被
／
附
候

處 

王
政
復
古
御
一
新
ニ
付 

宣
下
無
之
候
事
／
明
治 

任
宮
内
權
少
録
／
同 

東

京
府
貫
属
士
族
被
仰
付
／
爲
家
禄
現
米
拾
三
石
六
斗
下
賜 

但
二
代
目
ヨ
リ
半
減
／

同
四
年 

免
權
少
録
／
同
年
五
月
十
三
日 

爲
京
都
府
貫
属
／
同
年
七
月
廿
四
日 

任
京
都
府
廰
掌
／
同
年
八
月 

依
願
免
廰
掌
／
同
年
九
月
七
日 

士
族
閭
長
被
申
付

／
同
八
年
十
二
月
廿
二
日 

華
士
族
閭
長
被
廢
／
同
三
十
一
年
一
月
十
九
日 

死 

号(

以
下
空
欄)

 

七
十
歳 

同
廿
一
日
葬
真
如
堂
」
。 

 

以
上
か
ら
、
維
英
は
文
政
十
二
年(

一
八
二
九)

に
生
ま
れ
、
二
十
四
歳
の
時
に
荘
林

家
に
養
子
に
入
り
、
家
督
を
継
い
で
弾
正
と
称
し
、
慶
応
三
年(

一
八
六
七)

九
月
一
日

に
皇
后
に
仕
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

皇
后
は
、
一
条
忠
香
の
三
女
で
あ
る(

12)

。
嘉
永
二
年(

一
八
四
九)

の
生
ま
れ
で
、

慶
応
三
年
六
月
二
十
八
日
、
明
治
天
皇
の
女
御
に
定
ま
っ
た
。
そ
し
て
明
治
元
年(

一

八
六
八)

十
二
月
二
十
八
日
に
入
内
し
た
。 

江
戸
時
代
後
期
に
京
都
で
医
者
、
儒
学
者
、
本
草
学
者
と
し
て
活
躍
し
、
高
槻
藩
臨

時
御
用
医
を
務
め
た
山
本
亡
羊
の
伝
記
に
は
、
「
一
条
忠
香
公
は
今
の
皇
后
陛
下
の
御

実
父
に
し
て
本
草
学
は
特
に
御
熱
心
な
り
。(

中
略)

先
生
も
亦
屢
参
殿
す
。
格
別
御
優

遇
遊
ば
さ
れ
、
時
と
し
て
御
側
に
て
酒
饌
を
賜
は
ら
る
。
御
近
侍
荘
林
弾
正(

維
新
氏

の
養
父)

曾
て
云
、
先
生
に
酒
饌
を
賜
る
と
き
、
今
の
皇
后
陛
下
御
幼
年
の
時
に
て
御

配
膳
遊
ば
さ
れ
た
る
こ
と
も
あ
り
し
と
。
」
と
あ
る(

13)

。
維
新
は
維
英
の
養
子
で
あ

る(

14)

。
ま
た
、
『
昭
憲
皇
太
后
御
一
代
記
』
に
よ
れ
ば
、
当
時
、
一
条
家
に
は
家
来

が
四
〇
人
ば
か
り
い
た
。
そ
し
て
皇
后
は
、
幼
少
時
に
お
茶
と
お
花
を
床
林
弾
正(

マ

マ)
に
学
ん
だ
と
あ
る(

15)

。
こ
れ
ら
か
ら
、
維
英
は
皇
后
の
幼
少
時
か
ら
近
侍
し
て
い

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
慶
応
三
年
に
明
治
天
皇
の
女
御
が
定
め
ら
れ
た
後
、
御
付
き

の
人
々
が
選
ば
れ
た
。
一
条
家
側
の
一
人
と
し
て
、
荘
林
弾
正
は
「
御
内
儀
御
取
次
」

に
任
じ
ら
れ
た(
16)
。 

明
治
維
新
後
、
地
下
の
家
の
多
く
は
士
族
と
な
り
、
官
家
士
族
と
よ
ば
れ
た
。
荘
林

ヒ
デ 
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家
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
維
英
は
東
京
へ
移
り
宮
内
庁
に
出
仕
し
た
。
明
治
三
年(

一

八
七
〇)

三
月
付
の
宮
内
庁
の
公
文
書
に
は
「
皇
后
御
所
執
次
」
と
あ
り
、
引
き
続
き

皇
后
に
近
侍
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る(

17)

。
同
年
十
二
月
に
は
、
禄
高
が
十
三
石
六

斗
に
改
め
ら
れ
て
い
る(

18)

。
し
か
し
、
翌
年
の
明
治
四
年
に
宮
内
庁
を
辞
し
、
同
年

五
月
に
京
都
に
戻
っ
て
い
る
。 

 

維
英
は
、
皇
后
の
入
内
前
か
ら
入
内
後
の
明
治
四
年
ま
で
近
侍
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
っ
た
。
警
護
の
た
め
に
本
ピ
ス
ト
ル
を
所
持
し
て
い
た
と
い
う
辻
本
家
の
言
い
伝
え

は
、
当
時
の
情
勢
を
考
え
る
と
、
大
い
に
考
え
ら
れ
る
。
本
ピ
ス
ト
ル
に
明
治
五
年
に

刻
ま
れ
た
壬
申
刻
印
は
、
か
す
れ
て
い
る
が
、
京
都
府
の
も
の
と
み
ら
れ
る
。
維
英
は

明
治
四
年
に
京
都
へ
戻
っ
て
お
り
、
矛
盾
は
な
い
。
光
彦
氏
か
ら
の
聞
き
取
り
調
査
で

得
た
情
報
は
、
本
稿
に
記
し
た
以
外
の
事
項
等
も
含
め
て
、
『
家
伝
』
等
の
資
料
か
ら

裏
付
け
が
取
れ
る
も
の
が
多
く
、
確
度
の
高
い
も
の
で
あ
る
と
判
断
し
た
。 

 

本
ピ
ス
ト
ル
は
不
明
で
あ
る
。
一
条
忠
香
の
母
は
熊
本
藩
主
細
川
家
の
出
身
の
た
め
、

幕
末
の
一
条
家
は
細
川
家
と
の
繋
が
り
が
強
か
っ
た
。
ま
た
、
維
英
の
養
子
・
維
新
は

宇
土
藩(

熊
本
藩
の
支
藩)

の
京
都
留
守
居
の
子
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
細
川
家
か
ら
贈

ら
れ
た
可
能
性
を
考
え
た
が
、
確
証
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。 

 

明
治
四
年
に
京
都
に
戻
っ
た
後
の
維
英
は
、
同
年
七
月
に
京
都
府
に
出
仕
し
た
が
、

翌
月
に
は
辞
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
明
治
十
三
年(

一
八
八
〇)
と
翌
年
の
上
下
京
連
合

区
会
の
議
員
名
簿
に
維
英
の
名
前
が
あ
る(

19)

。
そ
し
て
明
治
十
六
、
十
七
年
に
は
同

区
会
の
議
長
と
な
っ
て
い
る
。
当
時
の
京
都
府
政
の
最
重
要
課
題
で
あ
っ
た
琵
琶
湖
疎

水
事
業
実
施
に
つ
い
て
、
維
英
は
議
長
と
し
て
北
垣
国
道
京
都
府
知
事
に
協
力
し
、
区

民
の
同
意
取
り
付
け
に
尽
力
し
た(

20)

。
明
治
十
九
年
に
地
域
の
民
生
を
担
う
連
合
戸

長
に
就
い
て
い
る(

21)

。
そ
し
て
明
治
三
十
一
年(

一
八
九
八)

、
七
〇
歳
で
没
し
た
。 

官
家
士
族
の
多
く
が
困
窮
す
る
中
、
要
職
を
歴
任
し
た
維
英
は
、
実
務
能
力
と
人
望

を
備
え
た
人
物
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。 

 

お
わ
り
に 

 
 

本
稿
で
は
、
当
館
に
寄
贈
さ
れ
た
Ｓ
＆
Ｗ
社
製
二
型
ア
ー
ミ
ー
ピ
ス
ト
ル
に
つ
い
て
、

銃
砲
と
し
て
の
特
徴
と
、
所
持
者
・
荘
林
維
英
の
経
歴
を
紹
介
し
た
。
二
型
ア
ー
ミ
ー

は
、
銃
砲
の
革
新
時
期
に
登
場
し
た
傑
作
で
、
幕
末
・
明
治
時
代
初
期
に
日
本
で
多
く

用
い
ら
れ
た
。
日
本
に
現
存
す
る
当
該
期
の
ピ
ス
ト
ル
の
多
く
は
、
所
持
者
が
不
明
で

あ
り
、
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
時
期
も
特
定
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
所
持
者
が
判
明

し
、
明
治
五
年
の
壬
申
刻
印
を
有
す
る
本
ピ
ス
ト
ル
の
資
料
的
価
値
は
高
い
。
今
後
は
、

展
示
等
で
の
活
用
し
て
い
き
た
い
。 

 

最
後
に
、
本
ピ
ス
ト
ル
の
寄
贈
者
で
あ
り
、
多
く
の
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
辻
本
光

彦
氏
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
る
。 

  

【
注
】 
(

１)

本
稿
で
は
、
寄
贈
者
で
あ
る
辻
本
光
彦
氏
以
外
の
人
名
に
つ
い
て
は
、
敬
称
を
略
し
た
。 

(

２)

左
大
臣
一
条
忠
香
の
三
女
で
、
幼
名
は
勝
子
。
富
貴
君
の
ち
寿
栄
君
と
称
し
た
。
立
后
に
あ
た
っ
て
美

子(

は
る
こ)

と
改
名
。 

(

３)

高
橋
昇
『
世
界
の
ピ
ス
ト
ル
図
鑑
』(

光
人
社
、
二
〇
〇
九
年)

。 

(

４)

チ
ャ
ッ
ク
・
ウ
ィ
ル
ズ
『
図
解 

世
界
の
武
器
の
歴
史
』
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
社
、
二
〇
一
五
年)

。 

(

５)

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
『
歴
史
の
な
か
の
鉄
炮
伝
来 

種
子
島
か
ら
戊
辰
戦
争
ま
で
』(

二
〇
〇
六
年)

で
は
、
二
型
ア
ー
ミ
ー
を
「
土
佐
の
坂
本
龍
馬
が
所
用
し
た
も
の
と
同
型
の
拳
銃
で
、
当
時
の
日
本
で
は

最
新
式
の
ピ
ス
ト
ル
で
あ
っ
た
。
」
と
解
説
し
て
い
る
。 

(

６)

岩
崎
英
重
『
坂
本
竜
馬
関
係
文
書 

第
一
』(

日
本
史
籍
協
会
叢
書
、
日
本
史
籍
協
会
、
一
九
二
六
年)

。 
(

７)

前
掲(

６)

に
同
じ
。
な
お
、
坂
本
龍
馬
に
贈
ら
れ
た
ピ
ス
ト
ル
は
、
高
杉
晋
作
が
文
久
二
年(

一
八
六
二)

に
中
国
・
上
海
に
渡
航
し
た
際
に
購
入
し
た
も
の
と
す
る
説
が
広
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
坂
太
郎
は

「
萩
博
ブ
ロ
グ
」(

萩
博
物
館
Ｈ
Ｐ)

の
「
ピ
ス
ト
ル
考
」
に
お
い
て
、
晋
作
の
上
海
土
産
説
に
は
確
証
が
な

く
、
文
久
～
慶
応
頃
に
、
下
関
周
辺
で
盛
ん
に
武
器
の
密
輸
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。 

(

８)

『
洋
泉
社M

O
O
K
 

別
冊
歴
史
読
本R

E
A
L
 

図
説
幕
末
・
維
新
の
銃
砲
大
全
』(

洋
泉
社
、
二
〇
一
三
年)

。 

(

９)

『
記
録
課
編
纂 

明
治
六
年 

布
告
類 

巻
十
二 

郵
便
』(

国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
収
録)

。 
(

10)

郵
政
博
物
館(

東
京
都
墨
田
区)

で
は
、
「
郵
便
保
護
銃
」
と
し
て
二
型
ア
ー
ミ
ー
を
所
蔵
し
て
い
る
。 

(

11)

『
地
下
官
人
家
伝
』(

京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
蔵)

は
、
天
保
十
五
年(

一
八
四
四)

に
成
立
し
た
『
地

下
家
伝
』
を
、
大
正
時
代
に
一
条
家
に
仕
え
た
下
橋
敬
長
が
補
完
し
た
も
の
。
荘
林
家
は
、
巻
二
一
〔
下

橋
家
資
料
二
八
四
〕
に
所
載)

。 

(

12)

一
条
忠
香
の
政
治
姿
勢
は
公
武
合
体
派
で
、
徳
川
慶
喜
の
夫
人
・
美
賀
子
は
忠
香
の
養
女
で
あ
る
。
文

久
二
年(

一
八
六
二)

に
新
設
の
国
事
御
用
掛
に
子
の
実
良
ら
と
就
任
し
、
翌
年
五
十
二
歳
で
没
し
た
。 

(

13)

中
島
民
之
介
『
山
本
亡
羊
先
生
小
傳
』(

合
資
商
報
会
社
、
一
九
〇
九
年)

。
同
書
に
よ
れ
ば
、
山
本
亡

羊
は
弘
化
元
年(

一
八
四
四)

三
月
に
高
槻
藩
の
臨
時
御
用
医
と
な
り
、
月
に
一
度
高
槻
に
出
向
い
た
。 

 

(

14)

『
家
伝
』
に
「
藤
原
維
英
男
実
肥
後
国
宇
土
城
主
細
川
豊
前
守
京
都
邸
留
守
居
岡
音
五
郎
次
男
」
と
あ

る
。
維
新
は
『
日
本
紳
士
録 

第
八
版
』(

交
詢
社
、
一
九
〇
二
年)

に
よ
れ
ば
、
京
都
市
助
役
を
務
め
、

上
京
区(

現
在
は
中
京
区)

両
替
町
に
住
ん
で
い
た
。 

(

15)

大
日
本
実
修
女
学
会
編
『
昭
憲
皇
太
后
御
一
代
記
』(

東
京
国
民
書
院
、
一
九
一
四
年)

。 
(

16)

前
掲(

15)

に
同
じ
。 

(
17)

「
皇
后
御
所
執
次
荘
林
幸
良
外
十
一
名
改
名
届
」(

「
公
文
録
・
明
治
三
年
・
第
四
十
六
巻
・
庚
午
一

月
～
三
月
・
京
都
宮
内
省
伺
」
所
収
、
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
、
請
求
番
号
公
〇
〇
三
六

〇
一
〇
〇)

。
こ
れ
に
は
「
荘
林
幸
良 

弾
正
事
」
と
あ
り
、
幸
良
は
維
英
の
前
の
名
と
思
わ
れ
る
。 

(

18)
 

「
東
京
府
士
族
ノ
禄
制
ヲ
改
定
ス
」(

国
立
公
文
書
館
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
、
請
求
番
号
〇
〇

一
七
二
一
〇
〇)

。 
(

19)

京
都
市
歴
史
資
料
館
『
近
代
自
治
の
源
流
』(

叢
書 

京
都
の
史
料
一
〇
、
二
〇
〇
八
年)

。 

(

20)

小
林
丈
弘
「
都
市
名
望
家
の
成
立
と
そ
の
条
件 

市
制
特
例
京
都
の
政
治
構
造
」(

『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』

第
一
四
五
号
、
大
阪
歴
史
学
会
、
一
九
九
四
年)

。 
(

21)

前
掲(

20)

に
同
じ
。 
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図１ 「摂州高槻絵図」(個人蔵。亀岡市文化資料館寄託) 
 

「
摂
州
高
槻
絵
図
」
に
描
か
れ
た
高
槻
城
に
つ
い
て 

中
西 

裕
樹 

 

 
は
じ
め
に 

平
成
二
十
九
年
度
に
開
催
の
高
槻
城
築
城
四
〇
〇
年
記
念
特
別
展
「
天
下
泰
平
と
高

槻
城
」
に
お
い
て
、
「
摂
州
高
槻
絵
図
」(

個
人
蔵
。
亀
岡
市
文
化
資
料
館
寄
託)

を
展

示
し
た(

図
１
。
以
下
「
高
槻
絵
図
」
と
呼
ぶ)

(

１)

。
平
成
十
一
年
に
大
山
崎
町
歴
史

資
料
館
が
開
催
し
た
企
画
展
『
西
国
街
道
と
大
山
崎
』
に
お
い
て
紹
介
さ
れ(

２)

、
描

か
れ
た
城
郭
部
分
が
寛
永
十
三
年(

一
六
三
六)

に
高
槻
城
主
と
な
っ
た
岡
部
宣
勝
が

築
造
し
た
「
出
丸
」
が
未
完
成
の
時
点
を
示
す
可
能
性
が
知
ら
れ
た
。 

                     

小
文
で
は
、
高
槻
絵
図
の
う
ち
、
主
に
高
槻
城
部
分
を
取
り
上
げ
、
描
か
れ
た
情
報

を
把
握
し
た
い
。 

 

一 

「
摂
州
高
槻
絵
図
」
に
つ
い
て 

高
槻
絵
図
は
、
縦
一
二
二
・
九
㎝×

横
一
〇
五
・
四
㎝
の
法
量
で
あ
る
。
折
り
た
た

ま
れ
て
「
摂
州
高
槻
絵
図
」
と
の
表
題
が
記
さ
れ
た
袋
に
収
納
さ
れ
て
お
り
、
裏
面
に

は
同
じ
表
題
を
記
す
付
箋
が
あ
る
。 

高
槻
絵
図
は
、
元
和
五
年(

一
六
一
九)

と
寛
永
十
七
年(

一
六
四
〇)

に
高
槻
城
主
と

な
っ
た
松
平(

形
原)

氏
の
家
臣
の
家
に
伝
え
ら
れ
た
。
松
平(

形
原)

氏
は
、
後
に
篠
山

城
主(

兵
庫
県
篠
山
市)

を
経
て
、
亀
山
城
主(

京
都
府
亀
岡
市)

と
し
て
明
治
に
至
る
。

こ
の
た
め
、
高
槻
絵
図
は
京
都
府
亀
岡
市
に
伝
存
す
る
。 

直
接
、
製
作
さ
れ
た
年
代
な
ど
が
推
定
で
き
る
記
述
は
な
い
。

た
だ
し
、
先
述
の
よ
う
に
寛
永
十
三
年(

一
六
三
六)

に
高
槻
城
主

と
な
っ
た
岡
部
宣
勝
が
従
来
の
城
の
西
側
に
増
築
し
た
「
出
丸
」

に
関
す
る
表
現
が
興
味
深
い
。
出
丸
西
側
堀
の
北
側
で
水
色
の
彩

色
が
途
切
れ
た
場
所
が
あ
り
、
「
堀
か
け
」
と
の
付
箋
が
あ
る
。 

こ
れ
が
事
実
だ
と
す
れ
ば
、
出
丸
が
未
完
成
の
時
点
の
高
槻
城

を
描
き
、
現
在
把
握
し
て
い
る
絵
図
の
景
観
年
代
で
は
最
も
古
い

も
の
と
な
る
。
岡
部
宣
勝
は
、
寛
永
十
七
年
に
岸
和
田
城
主(

大
阪

府
岸
和
田
市)

へ
転
出
し
、
代
わ
っ
て
松
平(

形
原)

康
信
が
高
槻
城

に
入
っ
た
。
同
年
に
は
出
丸
は
形
に
な
っ
て
お
り
、
康
信
の
家
臣

が
出
丸
の
敷
地
と
な
っ
た
土
地
年
貢
免
除
を
高
槻
村
の
庄
屋
に
伝

達
し
て
い
る(

３)

。 

こ
の
経
過
を
ふ
ま
え
る
と
、
松
平(

形
原)

氏
は
高
槻
城
の
支
配

を
岡
部
氏
か
ら
引
き
継
ぐ
中
で
、
出
丸
築
造
途
中
の
高
槻
城
の
絵

図
を
入
手
し
、
こ
の
時
点
で
は
完
成
に
至
っ
て
い
な
か
っ
た
と
見

る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
景
観
年
代
と
し
て
は
、
十
七
世
紀
半
ば

頃
と
な
る
。 

さ
て
、
高
槻
絵
図
は
、
高
槻
城
と
城
下
を
中
心
に
、
東
は
檜
尾

川
、
西
は
芥
川
、
北
は
高
槻
丘
陵
、
南
は
淀
川
の
お
よ
そ
高
槻
市

域
に
収
ま
る
東
西
五
㎞
、
南
北
六
㎞
の
範
囲
を
描
く
。
高
槻
城
と

城
下
に
は
、
顔
料
を
使
用
し
た
彩
色
が
施
さ
れ
、
各
郭
の
形
や
街 
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図２ 「摂州高槻絵図」の城郭部分(加筆) 

区
を
平
面
で
示
し
つ
つ
、
櫓
な
ど
の
建
築
物
を
立
体
的
に
描
く
。
こ
れ
以
外
は
、
墨
絵

の
よ
う
な
淡
彩
で
あ
り
、
高
槻
北
部
の
山
々
や
淀
川
な
ど
の
河
川
と
堤
防
、
西
国
街
道

と
城
下
へ
と
至
る
道
、
集
落
な
ど
の
景
観
を
描
く
。 

こ
の
表
現
の
差
が
生
じ
て
い
る
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
集
落
か
ら
城
下
へ
と
至
る

道
は
、
お
よ
そ
同
一
の
線
、
同
じ
タ
ッ
チ
で
示
さ
れ
、
両
者
を
全
く
別
の
も
の
と
し
て

描
分
け
た
も
の
と
は
言
い
難
い
。
た
だ
し
、
城
郭
と
城
下
を
際
立
た
せ
て
強
調
す
る
意

図
が
あ
っ
た
こ
と
は
想
定
で
き
る
だ
ろ
う
。 

な
お
、
周
辺
の
景
観
で
は
、
集
落
を
半
ば
記
号
化
す
る
が
、
名
所
や
高
槻
絵
図
で
し

か
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
独
自
の
情
報
を
記
載
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
城
下
の
北
東
方
向

に
あ
た
る
西
国
街
道
北
の
山
に
は
「
檜
尾
薬
師
」
と
の
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
は
江
戸
時

代
に
徳
川
幕
府
が
製
作
し
た
「
山
崎
通
分
間
延
絵
図
」
に
み
え
る
養
楽
寺(

現
在
は
廃

寺)

の
「
薬
師
堂
」
に
あ
た
る
。 

現
在
、
地
元
の
方
々
が
平
安
時
代
中
期
の
薬
師
如
来
坐
像(

高
槻
市
指
定
文
化
財
、

山
手
町
自
治
会
蔵)

を
西
国
街
道
沿
い
の
堂
に
祀
る
が
、
と
も
に
伝
わ
る
版
木
に
「
檜

尾
川
養
楽
寺
／
春
日
大
明
神
御
本
地
」
と
あ
る
。
こ
の
た
め
、
養
楽
寺
は
山
手
町(

旧 

                 

下
村)

の
産
土
神
で
あ
る
春
日
神
社
神
宮
寺
で
あ
り
、
薬
師
如
来
坐
像
は
そ
の
堂
に
祀

ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る(

４)

。
高
槻
絵
図
で
は
、
こ
の
薬
師
如
来
坐
像
自
体

が
著
名
な
存
在
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
檜
尾
薬
師
」
と
呼
ば
れ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。 

他
に
も
、
城
下
北
西
と
西
国
街
道
の
芥
川
宿
を
結
ぶ
道
と
北
の
上
宮
天
満
宮
の
参
道

と
の
交
点
の
「
瓦
屋
」
や
、
城
下
の
東
に
位
置
す
る
淀
川
の
川
港
・
前
島
を
横
断
す
る

一
際
幅
の
広
い
道
、
同
じ
く
唐
崎
に
は
入
江
状
の
港
湾
が
描
か
れ
る
な
ど
、
地
域
史
を

考
え
る
上
で
興
味
深
い
多
く
の
情
報
が
あ
る
。
詳
細
の
検
討
は
、
今
後
の
作
業
で
あ
る
。 

 

二 

郭
の
名
称 

ま
ず
、
高
槻
絵
図
に
お
け
る
城
内
の
郭
の
呼
称
を
取
り
上
げ
た
い
。
こ
こ
で
は
、「
御

本
丸
」
「
二
ノ
御
丸
」「
三
ノ
御
丸
」
「
惣
丸
」「
西
ノ
出
丸
」
と
の
記
入
が
な
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
呼
称
は
、
現
在
使
っ
て
い
る
郭
の
名
称
と
一
部
異
な
り
、「
三
ノ
御
丸
」

が
厩
郭
、「
惣
丸
」
が
三
ノ
丸
に
該
当
す
る
。
た
だ
し
、
高
槻
城
の
絵
図
を
見
る
限
り
、

こ
れ
ら
の
呼
称
は
、
時
代
を
通
じ
て
必
ず
し
も
一
定
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

厩
郭
の
名
称
は
、
天
保
十
一
年(

一
八
四
〇)

の
年
号
が
あ
る
「
分
間
七
百
五
拾
歩
壱

高
槻
図
」(

個
人
蔵)

以
降
の
絵
図
で
確
認
で
き
る
。
一
方
、
十
八
世
紀
前
半
頃
の
内
容

と
推
測
さ
れ
る
「
町
間
入
高
槻
絵
図
」(

仏
日
寺
蔵)

で
は
、
高
槻
絵
図
と
同
じ
く
厩
郭

を
「
三
之
丸
」
と
し
つ
つ
、
三
ノ
丸
に
も
「
三
ノ
御
丸
」
の
文
字
を
記
載
す
る
。 

十
七
世
紀
後
半
の
「
高
槻
城
絵
図
」(

仏
日
寺
蔵)

で
は
、
基
本
的
に
郭
の
呼
称
を
記

さ
な
い
も
の
の
、
高
槻
絵
図
「
惣
丸
」
の
「
下
屋
敷
」
の
場
所
に
「
三
ノ
丸
」
の
文
字

が
あ
る
。
ま
た
厩
郭
に
は
「
厩
」
の
施
設
が
確
認
で
き
る
。 

さ
て
、「
惣
丸
」
と
い
う
表
現
は
、
惣
構
と
い
う
都
市
構
造
の
名
称
に
近
い
。
惣
構(

総

構)

と
は
、
『
日
葡
辞
書
』
の
「S

o
g
a
m
a
y
e

」
の
項
目
に
「
市
街
地
や
村
落
な
ど
の
周
囲

を
す
っ
か
り
取
り
囲
ん
で
い
る
柵
、
ま
た
は
、
防
壁
」
と
あ
る(

５)

。
こ
の
惣
構
は
、

戦
国
時
代
の
大
阪
平
野
周
辺
で
発
達
し
、
概
ね
慶
長
五
年(

一
六
〇
〇)

の
関
ケ
原
合
戦

以
降
に
城
下
町
の
類
型
と
し
て
展
開
し
た
。 

高
槻
城
の
場
合
、
す
で
に
一
五
七
〇
年
代
の
高
山
右
近
期
に
惣
構
構
造
の
城
下
町
が

存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
惣
構
の
範
囲
は
明
確
に
は
で
き
な
い
が
、
当
時
の
キ
リ
シ

タ
ン
墓
地
が
三
ノ
丸
で
確
認
さ
れ
た
こ
と
や
、
惣
構
の
痕
跡
や
伝
承
が
近
世
の
城
下
域

に
み
ら
れ
な
い
こ
と
、
豊
臣
期
の
城
郭
が
お
よ
そ
二
〇
〇
ｍ
の
範
囲
に
収
ま
る
傾
向
に

あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
三
ノ
丸
の
内
部
に
収
ま
る
も
の
と
考
え
る(

６)

。
こ
の
理
解
は
、

考
古
学
的
な
遺
構
の
解
釈
か
ら
も
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る(

７)

。
つ
ま
り
「
惣
丸
」
の

惣
丸 

二
ノ
御
丸 

御
本
丸 

(

下
屋
敷) 

三
ノ
御
丸 

(

御
蔵
六
ツ) 

(

西
ノ
出
丸) 

(

堀
か
け) 

(

弁
財
天) 
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図３ 「摂州高槻絵図」(左)と「高槻城絵図」(しろあと歴史館Ａ本。右)の拡大(加筆) 

範
囲
は
、
概
ね
戦
国
期
の
惣
構
と
重
複
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
興
味
深
い
。
な
お
、「
町

間
入
高
槻
絵
図
」
で
は
、
高
槻
絵
図
に
「
御
蔵
六
ツ
」
と
記
入
さ
れ
た
城
域
南
端
の
蔵

屋
敷
と
い
う
郭
に
「
惣
構
塀
」
と
し
て
そ
の
規
模
の
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る(

８)

。 
高
槻
絵
図
は
、
厩
郭
の
名
称
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
、
三
ノ
丸
を
「
惣
丸
」
と
す
る
点

が
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
呼
称
を
含
め
、
高
槻
絵
図
は
高
槻
城
の
古
い
様
相
を
含

む
可
能
性
が
あ
る
。 

 

三 

城
郭
構
造
と
建
物 

次
に
城
郭
構
造
と
建
物
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
先
に
紹
介
し
た
よ
う
な
高
槻
城
に
関

す
る
絵
図
は
、
時
期
差
を
含
み
、
町
屋
の
配
置
、
展
開
状
況
に
差
が
あ
る
。
ま
た
、
精

度
や
絵
図
の
性
格
差
も
あ
っ
て
、
郭
の
輪
郭
や
規
模
な
ど
に
は
大
き
な
差
が
あ
る
。
虎

口
周
辺
を
仕
切
る
構
築
物
に
も
違
い
が
あ
る
。
た
だ
し
、
高
槻
絵
図
で
は
、
他
の
絵
図

に
は
無
い
特
徴
的
な
構
造
が
見
受
け
ら
れ
る
。 

高
槻
絵
図
は
、
十
七
世
紀
半
ば
の
景
観
年
代
の
可
能
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
十
七
世

紀
後
半
の
景
観
年
代
が
想
定
さ
れ
る
「
高
槻
城
絵
図
」(

仏
日
寺
蔵)

と
ほ
ぼ
同
一
の
絵

図(

し
ろ
あ
と
歴
史
館
Ａ
本)

を
比
較
の
参
考
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
く(

図
３)

。 

一
つ
は
、
本
丸
南
側
の
堀
の
西
側
開
口
部
を
閉
塞
す
る
土
塁
Ⅰ
が
存
在
し
、
こ
の
閉

塞
部
に
接
し
て
本
丸
南
西
隅
に
三
重
櫓(

天
守)

が
存
在
す
る
。
高
槻
絵
図
以
外
の
高
槻

城
の
絵
図
で
は
、
本
丸
南
側
の
堀
開
口
部
を
閉
塞
す
る
施
設
は
確
認
で
き
ず
、
天
守
は

本
丸
内
部
に
構
築
さ
れ
た
天
守
台
に
建
つ
。 

次
に
天
守
は
、
二
層
目
屋
根
の
西
側
に
破
風
が
描
か
れ
る
。
「
町
間
入
高
槻
絵
図
」

で
は
天
守
二
層
目
屋
根(

南
側)

に
破
風
を
描
く
も
の
の
、
他
は
絵
図
に
は
破
風
な
ど
の

意
匠
が
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
本
丸
の
北
西
隅
と
南
東
隅
に
二
重
櫓
が
建
つ
が
、
高
槻

城
の
櫓
は
絵
図
の
景
観
年
代
に
よ
っ
て
異
な
る(

９)

。
改
修
な
ど
が
加
え
ら
れ
て
い
た

可
能
性
も
想
定
で
き
る
だ
ろ
う
。 

ま
た
、
本
丸
南
の
堀
対
岸
の
郭
は
、
弁
財
天
郭
と
呼
ば
れ
、
高
槻
絵
図
で
も
「
弁
財

天
」
の
文
字
が
あ
る
。
こ
の
一
画
が
南
に
張
り
出
す
南
西
隅
の
虎
口
Ⅱ
は
、
「
御
蔵
六

ツ
」
と
あ
る
蔵
屋
敷
と
地
続
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
他
の
絵
図
の
虎
口
Ⅱ
は
、
蔵
屋
敷

の
間
を
堀
で
隔
て
て
お
り
、
橋
な
ど
も
な
い
。 

さ
て
、
こ
の
違
い
が
生
じ
た
理
由
に
つ
い
て
、
単
純
な
絵
図
の
精
度
の
問
題
、
ま
た

は
想
定
さ
れ
る
絵
図
の
景
観
年
代
の
差
、
つ
ま
り
高
槻
城
の
変
化
を
示
す
も
の
と
の
推

定
も
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
確
定
す
る
こ
と
は
絵
図
だ
け
の
比
較
で
は
困
難
で
あ
る
。 

                                

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅰ 

Ⅱ 
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発
行
日 

二
〇
一
七
年
一
〇
月
七
日 

編
集
・
発
行 

高
槻
市
立
し
ろ
あ
と
歴
史
館 

大
阪
府
高
槻
市
城
内
町
一
番
七
号
・
℡
〇
七
二(

六
七
三)

三
九
八
七 

◆
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
：
高
槻
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
歴
史
館
」
内
で
掲
載 

http://w
w

w.city.takatsuki.osaka.jp/rekishi_kanko/rekishi/
rekishikan/chosa/shiroato/shiroato_dayori/index.htm

l 

そ
こ
で
、
城
郭
構
造
と
し
て
の
評
価
を
他
事
例
か
ら
紹
介
し
て
お
く
。 

 

土
塁
Ⅰ
の
よ
う
に
、
堀
の
開
口
部
を
閉
塞
す
る
構
造
は
、
戦
国
時
代
以
来
の
存
在
が

想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
多
田
暢
久
氏
は
「
開
口
部
閉
塞
土
塁
」
と
呼
び
、
城
郭
の

曲
輪
配
置
が
求
心
化
を
遂
げ
る
中
で
使
用
さ
れ
、
近
世
城
郭
に
も
事
例
が
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る(

10)

。
し
た
が
っ
て
、
高
槻
絵
図
が
描
い
た
土
塁
Ⅰ
に
よ
る
開
口
部
閉

塞
は
、
荒
唐
無
稽
で
は
な
く
、
存
在
し
得
た
構
造
と
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。 

 

同
時
期
の
事
例
、
す
な
わ
ち
元
和
三
年(

一
六
一
七)

の
高
槻
城
公
儀
修
築(

公
役
普

請)

に
続
く
翌
年
の
尼
崎
城(

兵
庫
県
尼
崎
市)

で
も
類
似
の
施
設
が
見
出
せ
る
。
河
川

に
面
し
て
開
口
す
る
二
ノ
丸
と
西
三
ノ
丸
間
の
堀
、
同
じ
く
松
ノ
丸
と
東
三
ノ
丸
間
の

堀
は
、
そ
の
地
点
に
木
柵
に
よ
る
水
門
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
南
側

の
堀
が
開
口
す
る
地
点
に
は
木
橋
、
土
橋
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
と
も
に
開
口
部
閉
塞

土
塁
に
近
い
機
能
を
持
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る(

11)

。 

 

ま
た
、
虎
口
Ⅱ
が
蔵
屋
敷
と
堀
を
隔
て
ず
直
結
し
た
場
合
、
東
西
の
仕
切
り
塀
と
石

垣
、
堀
に
よ
っ
て
独
立
し
た
空
間
で
あ
る
蔵
屋
敷
は
、
変
則
的
な
馬
出
の
よ
う
に
見
え

な
く
も
な
い
。
一
六
〇
〇
年
代
以
降
、
城
郭
構
造
は
虎
口
空
間
の
空
間
が
連
続
す
る
形

で
全
体
を
構
成
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
際
た
る
形
が
曲
輪
の
馬
出
化
で
あ
っ
た(

12)

。

高
槻
絵
図
の
構
造
は
、
こ
の
流
れ
の
上
で
理
解
が
可
能
で
あ
る
。 

ま
た
、
高
槻
城
の
場
合
、
虎
口
は
木
橋
を
伴
う
も
の
が
大
半
で
あ
り
、
他
の
図
で
は

本
丸
、
二
ノ
丸
な
ど
の
城
郭
中
枢
部
か
ら
蔵
屋
敷
へ
向
か
う
場
合
、
厩
郭(

「
三
ノ
御

丸
」)

の
北
側
虎
口
を
経
て
、
三
ノ
丸(

「
惣
丸
」)

を
南
へ
迂
回
す
る
。
蔵
屋
敷
と
は

幕
府
御
蔵
で
あ
り
、
高
槻
絵
図
で
は
城
郭
と
の
強
い
結
び
つ
き
を
示
し
て
い
る
。 

 

お
わ
り
に 

 

前
節
で
取
り
上
げ
た
高
槻
絵
図
の
構
造
は
、
当
時
の
城
郭
と
し
て
あ
り
得
る
も
の
で
、

中
近
世
移
行
期
の
産
物
と
言
え
な
く
も
な
い
、
高
槻
絵
図
が
描
く
高
槻
城
の
姿
に
不
自

然
は
な
く
、
十
七
世
紀
半
ば
と
い
う
想
定
年
代
と
も
乖
離
し
な
い
。
こ
の
場
合
、
高
槻

城
に
は
改
修
が
重
ね
ら
れ
、
そ
れ
は
作
事
だ
け
で
は
な
く
、
普
請
面
に
も
及
ん
だ
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。 

 

慶
安
二
年(

一
六
四
九)

に
永
井
直
清
が
高
槻
城
主
と
な
っ
た
二
年
後
、
直
清
は
幕
府

老
中
に
対
し
て
本
丸
櫓
台
石
垣
・
桝
形(

虎
口)

石
垣
・
本
丸
南
東
門
脇
石
垣
、
周
辺(

南

辺)

石
垣
の
崩
れ
、
本
丸
・
二
ノ
丸
・
三
ノ
丸
土
居
の
崩
れ
と
こ
れ
に
伴
う
櫓
・
門
の

損
壊
を
報
告
し
、
再
築
の
許
可
を
得
て
い
る(

13)

。
高
槻
城
の
構
造
や
建
築
物
に
つ
い

て
は
、
あ
る
程
度
の
変
化
を
想
定
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
を
考
え
る

上
で
、
高
槻
絵
図
の
持
つ
情
報
は
、
非
常
に
興
味
深
く
、
貴
重
で
あ
る
。 

特
別
展
の
開
催
及
び
そ
れ
に
伴
う
小
文
の
作
成
に
際
し
、
所
蔵
者
や
亀
岡
市
文
化
資

料
館
の
皆
さ
ま
に
は
多
大
な
ご
協
力
と
ご
理
解
を
い
た
だ
い
た
。
あ
ら
た
め
て
深
謝
を

申
し
上
げ
る
。 

 

【
註
】 

(

１)

中
西
裕
樹
『
天
下
泰
平
と
高
槻
城
』(

高
槻
市
立
し
ろ
あ
と
歴
史
館
、
二
〇
一
七
年)

所
収
。
な
お
、
小

文
で
取
り
上
げ
る
高
槻
城
関
係
の
絵
図
の
図
版
は
本
図
録
に
収
録
し
て
い
る
。 

(

２)

福
島
克
彦
『
西
国
街
道
と
大
山
崎
』(

大
山
崎
町
歴
史
資
料
館
、
一
九
九
九
年)

。 

(

３)

『
近
藤
家
文
書
』
「
高
槻
町
寛
永
十
七
年
年
貢
引
高
之
事
」
「
高
槻
町
寛
永
十
七
年
年
貢
免
状
」(

註
１
文
献)

。 

(

４)

西
本
幸
嗣
『
人
と
ほ
と
け
の
き
ず
な 

平
安
の
名
宝
と
さ
ま
ざ
ま
な
仏
像
た
ち
』(

高
槻
市
立
し
ろ
あ
と

歴
史
館
、
二
〇
一
五
年)

。 

(

５)

土
井
忠
生
・
森
田 

武
・
長
南
実
編
訳
『
邦
訳 

日
葡
辞
書
』(

岩
波
書
店 

一
九
八
〇
年)

。 

(

６)

中
西
裕
樹
「
高
槻
城
」(

同
『
大
阪
府
中
世
城
館
事
典
』
戎
光
祥
出
版
、
二
〇
一
五
年)

。 

(

７)

森
田
克
行
「
高
槻
城
修
築
は
「
天
下
泰
平
」
へ
の
布
石
」(

註
１
文
献)

。 

(

８)

こ
の
蔵
は
、
徳
川
幕
府
が
設
置
し
た
幕
府
御
蔵
の
こ
と
で
あ
る
。
詳
し
く
は
千
田
康
治
「
高
槻
御
蔵(

二
万
石

御
蔵)

に
つ
い
て
」(

『
し
ろ
あ
と
だ
よ
り
』
14 

高
槻
市
立
し
ろ
あ
と
歴
史
館
、
二
〇
一
七
年)

を
参
照
。 

(

９)

中
西
裕
樹
「
コ
ラ
ム 

高
槻
城
の
天
守
と
櫓
」(

註
１
文
献)

を
参
照
。 

(

10)

多
田
暢
久
「
中
世
城
郭
に
お
け
る
防
御
ラ
イ
ン
の
形
成
に
つ
い
て
‐
堀
開
口
部
の
閉
塞
土
塁
を
素
材
に

‐
」(

『
水
野
正
好
先
生
古
希
記
念
論
文
集 

続
文
化
財
学
論
集
』
第
一
分
冊 

文
化
財
学
論
集
刊
行
会
、
二

〇
〇
三
年)

。 

(

11)

江
戸
時
代
中
期
ご
ろ
と
さ
れ
る
「
尼
崎
城
下
武
家
屋
敷
一
覧
之
図
」(

尼
崎
市
教
育
委
員
会
蔵)

、
享
保

元
年(

一
七
一
六)

作
成
の
「
尼
崎
城
堀
浚
願
図
」(

同
前)

な
ど
を
参
照(

註
１
文
献)

。 

(

12)

千
田
嘉
博
『
織
豊
系
城
郭
の
形
成
』(

東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年)

。 

(
13)

「
永
井
家
文
書
」
慶
安
四
年
九
月
二
十
五
日
付
幕
府
老
中
連
署
状
。 

 


